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「
年
金
相
談
」
の
ご
案
内

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付

特
例
の
申
請
に
つ
い
て

資
源
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

i

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
2
弾
申
し

込
み
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し

た
（
令
和
5
年
2
月
末
ま
で
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

を
し
た
方
対
象
）

i

引
き
続
き
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
申
請
サ
ポ
ー
ト
（
無
料
）
を

行
っ
て
い
ま
す

i

・蕁３１―

◆紙類

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、人
権
・

行
政
相
談
所
の
開
催

無
料
弁
護
士
相
談
会
の
開
催

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
実
施

〜
人
も
自
然
も
草
花
も
爛
漫
〜

i

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

に
つ
い
て

i

黒
潮
町
産
材
利
用
促
進
事
業
費
補
助
金

制
度

　
町
産
木
材
を
使
っ
た
住
宅
の
新
築
・

増
築
に
対
し
て
最
大
１
０
０
万
円
を
補

助
し
ま
す
。
町
産
木
材
を
使
う
こ
と
で

林
業
が
活
性
化
し
、
森
を
守
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。

◆
補
助
を
受
け
る
た
め
の
条
件

①
建
築
主
が
黒
潮
町
民
ま
た
は
住
宅
建

築
後
、
黒
潮
町
に
居
住
す
る
こ
と
。

②
１
坪
当
た
り
０
・
２
裙
以
上
の
町
産

木
材
を
使
用
し
、
延
べ
床
面
積

５０
裃

以
上
の
木
造
住
宅
で
、
新
築
ま
た
は

増
築
す
る
こ
と
。

③
町
内
に
住
所
ま
た
は
営
業
所
の
あ
る

建
築
業
者
に
住
宅
の
建
築
を
依
頼
す

る
こ
と
。

④
建
物
に
使
用
し
た
町
産
木
材
が
、
町

内
で
産
出
さ
れ
た
木
材
で
あ
る
と
証

明
さ
れ
る
こ
と
。

⑤
住
宅
兼
店
舗
の
場
合
は
、
住
宅
部
分

の
面
積
が
延
べ
床
面
積
の
２
分
の
１

以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑥
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

◆
補
助
金
の
申
請
方
法

　
補
助
金
交
付
申
請
書
に
建
築
計
画
関

係
図
面
、
請
負
契
約
書
の
写
し
ま
た
は

工
事
見
積
書
の
写
し
、
建
築
確
認
書
の

写
し
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
を
添
付
の

う
え
、
海
洋
森
林
課
林
業
振
興
係
ま
で

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
類
は
、
黒
潮
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
、

海
洋
森
林
課
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

海
洋
森
林
課 

林
業
振
興
係

　
　
蕁
５
５
―

３
１
１
５

◆
場
所
　
土
佐
ユ
ー
ト
ピ
ア
カ
ン
ト
リ

ー
ク
ラ
ブ

◆
開
催
日
時
　

１０
月

２１
日（
土
）

　
　
　
　
　
　
午
前
７
時

３０
分
ス
タ
ー
ト

◆
参
加
費
　
１
千
円

◆
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

　
５
０
０
円
の
協
力
金
を
お
願
い
し
ま

す
。

◆
申
し
込
み（
先
着
２
０
０
名
）

・
黒
潮
町
民
　
７
月
１
日（
土
）〜

・
町
外
の
方
　
８
月
１
日（
火
）〜

○
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
土
佐
ユ
ー
ト
ピ
ア
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

蕁
４
３
―

２
３
４
７

町
産
木
材
で
お
家
を
建
て
ま
せ
ん
か

i

令
和
５
年
度
「
第
８
回
黒
潮
町
民

ゴ
ル
フ
大
会
」
を
開
催
し
ま
す

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親以外）のご案内
　低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く）に特別給付金を支給しています。6月13日（火）か

ら家計急変世帯や申請を要する世帯に対する給付金の受付を開始しますので、該当する世帯の方

は、受付期間内に申請していただきますよう、お知らせします。

支給対象者
　平成17年4月2日（障がい児は平成15年4月2日）から令和6年2月29日までに生まれた児童を

養育する父母など

支給要件
　①令和5年3月以降に新たに児童手当を申請した住民税非課税の方

　②令和5年1月以降の家計が急変し、「住民税非課税相当」の収入となった方

　③平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの児童のみを養育している住民税非課税世帯

　　の方

　※すでに給付金を受け取った方、ひとり親世帯分の給付金を受けた方は対象外となります。

受付期限　令和6年2月29日（木）

○申請・お問い合わせ　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係　蕁55－3112

　　　　　　　　　　　本庁 健康福祉課 福祉係　　　　　     蕁43－2124

児童1人あたり　5万円


